
  

一 

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
基
本
方
針 

一 

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
の
基
本
的
方
向
に
関
す
る
事
項
と
し
て
、
次
の
事
項
を
明
記
す
る
こ
と
。 

１ 

最
終
処
分
施
設
設
置
区
域
（
最
終
処
分
施
設
を
設
置
す
る
た
め
の
単
位
と
な
る
区
域
と
し
て
、
旧
一
般
電
気
事
業
者

（
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

電
気
事
業
法
（
２
に
お
い
て
「
旧
電
気
事
業
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
一
般
電
気
事
業
者
を
い
う
。

２
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
供
給
区
域
を
勘
案
し
て
全
国
の
区
域
（
沖
縄
県
の
区
域
を
除
く
。
）
を
分
け
て
設
定
す
る
区

域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

２ 

次
の
①
又
は
②
に
掲
げ
る
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
伴
っ
て
生
じ
た
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
を
行
っ
た
後
に
生
じ

る
特
定
放
射
性
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
①
又
は
②
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
最
終
処
分
を
行
う
こ
と
を
原
則
と

す
る
こ
と
そ
の
他
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
し
て
基
本
と
な
る
べ
き
事
項 

① 

旧
一
般
電
気
事
業
者
で
あ
っ
た
発
電
事
業
者
（
電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
十
五
号
の
発
電
事
業
者
を
い
う
。

①
及
び
②
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
（
当
該
旧
一
般
電
気
事
業
者
の
発
電
事
業
（
電
気
事



 

二 

業
法
第
二
条
第
一
項
第
十
四
号
の
発
電
事
業
を
い
う
。
②
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
譲
り
受
け
、
又
は
承
継
し
た
発
電

事
業
者
で
あ
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
を
含
む
。
）
が
設
置
し
、
又
は
設
置
し
て
い
た
発
電
用
原
子
炉 

当
該
旧
一

般
電
気
事
業
者
の
供
給
区
域
に
係
る
最
終
処
分
施
設
設
置
区
域
に
設
置
さ
れ
た
最
終
処
分
施
設
に
お
い
て
最
終
処
分

を
行
う
こ
と
。 

② 

旧
卸
電
気
事
業
者
（
旧
電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
卸
電
気
事
業
者
を
い
う
。
②
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
っ
た
発
電
事
業
者
で
あ
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
（
当
該
旧
卸
電
気
事
業
者
の
発
電
事
業
を
譲
り
受
け
、
又
は

承
継
し
た
発
電
事
業
者
で
あ
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
を
含
む
。
）
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者

が
設
置
し
、
又
は
設
置
し
て
い
た
発
電
用
原
子
炉 

こ
れ
ら
の
者
に
よ
る
小
売
電
気
事
業
者
（
電
気
事
業
法
第
二
条

第
一
項
第
三
号
の
小
売
電
気
事
業
者
を
い
う
。
②
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
電
気
の
供
給
量
の
う
ち
当
該
小
売

電
気
事
業
者
の
最
終
処
分
施
設
設
置
区
域
ご
と
の
電
気
の
供
給
量
に
応
じ
た
量
に
応
じ
て
、
当
該
最
終
処
分
施
設
設

置
区
域
に
設
置
さ
れ
た
最
終
処
分
施
設
に
お
い
て
最
終
処
分
を
行
う
こ
と
。 

（
第
三
条
第
二
項
第
一
号
関
係
） 

二 

最
終
処
分
施
設
設
置
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
当
該
最
終
処
分
施
設
設



  

三 

置
区
域
と
他
の
最
終
処
分
施
設
設
置
区
域
と
の
合
併
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
の
同
意
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他

の
最
終
処
分
施
設
設
置
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
及
び
市
町
村
と
協
議
の
上
、
そ
の
全
部
の

同
意
を
得
た
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最
終
処
分
施
設
設
置
区
域
の
改
定
を

申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
第
五
項
関
係
） 

三 

経
済
産
業
大
臣
が
基
本
方
針
を
改
定
す
る
事
由
と
し
て
、
二
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
を
加
え
る
こ
と
。 

（
第
三
条
第
六
項
関
係
） 

第
二 

概
要
調
査
地
区
の
選
定 

一 

原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
文
献
調
査
を
行
う
と
き
は
、
当
該
文
献
調
査
の
対
象
と

な
っ
た
地
区
（
第
二
及
び
第
六
に
お
い
て
「
文
献
調
査
対
象
地
区
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
区
域
に
含
む

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
当
該
文
献
調
査
の
実
施
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

文
献
調
査
対
象
地
区
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
文
献
調
査
の
実
施
及
び
概
要

調
査
地
区
の
選
定
に
関
し
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議
会
（
第
二
に
お
い
て
「
概
要
調
査
地
区
選
定
協
議
会
」
と
い

う
。
）
を
組
織
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 



 

四 

三 

概
要
調
査
地
区
選
定
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
こ
と
。 

１ 

当
該
都
道
府
県
の
知
事
及
び
当
該
市
町
村
の
長 

２ 
当
該
市
町
村
に
隣
接
す
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
都
道
府
県
の
知
事
及
び
当
該
要
件
に
該

当
す
る
市
町
村
の
長 

３ 

関
係
住
民
、
学
識
経
験
者
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
必
要
と
認
め
る
者 

四 

概
要
調
査
地
区
選
定
協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
の
行
政
機
関
の
長
、
機
構
及
び
発
電
用
原
子
炉

設
置
者
に
対
し
、
資
料
の
提
供
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

五 

概
要
調
査
地
区
選
定
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
概
要
調
査
地
区
選
定
協
議
会
の
構
成
員
は
、

そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

六 

三
か
ら
五
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
概
要
調
査
地
区
選
定
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
概
要
調
査
地

区
選
定
協
議
会
が
定
め
る
こ
と
。 

七 

機
構
は
、
文
献
調
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
概
要
調
査
地
区
選
定
協
議
会
の
協
議
の
結
果
及
び
当
該
文
献
調
査
の
結
果
に

基
づ
き
、
概
要
調
査
地
区
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 



  

五 
（
第
六
条
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
関
係
） 

第
三 
精
密
調
査
地
区
の
選
定 

一 

概
要
調
査
地
区
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
概
要
調
査
の
実
施
及
び
精
密
調
査

地
区
の
選
定
に
関
し
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議
会
（
第
三
に
お
い
て
「
精
密
調
査
地
区
選
定
協
議
会
」
と
い

う
。
）
を
組
織
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

第
二
の
三
か
ら
六
ま
で
は
、
精
密
調
査
地
区
選
定
協
議
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
。 

三 

機
構
は
、
概
要
調
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
精
密
調
査
地
区
選
定
協
議
会
の
協
議
の
結
果
及
び
当
該
概
要
調
査
の
結
果
に

基
づ
き
、
精
密
調
査
地
区
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

（
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
関
係
） 

第
四 

最
終
処
分
施
設
建
設
地
の
選
定 

一 

精
密
調
査
地
区
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
精
密
調
査
の
実
施
及
び
最
終
処
分

施
設
建
設
地
の
選
定
に
関
し
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議
会
（
第
四
に
お
い
て
「
最
終
処
分
施
設
建
設
地
選
定
協
議

会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 



 

六 

二 

第
二
の
三
か
ら
六
ま
で
は
、
最
終
処
分
施
設
建
設
地
選
定
協
議
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
。 

三 
機
構
は
、
精
密
調
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
最
終
処
分
施
設
建
設
地
選
定
協
議
会
の
協
議
の
結
果
及
び
当
該
精
密
調
査
の

結
果
に
基
づ
き
、
最
終
処
分
施
設
建
設
地
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

（
第
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
関
係
） 

第
五 

発
電
用
原
子
炉
の
運
転
の
禁
止
等 

一 

経
済
産
業
大
臣
は
、
最
終
処
分
施
設
設
置
区
域
に
お
け
る
概
要
調
査
地
区
等
の
選
定
に
つ
い
て
、
そ
の
続
行
が
で
き
な

い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
最
終
処
分
施
設
設
置
区
域

に
係
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
条
の
二
第
一
項
関
係
） 

二 

一
の
者
は
、
一
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
そ
の
設
置
す
る
発
電
用

原
子
炉
の
運
転
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（
第
十
条
の
二
第
二
項
関
係
） 

第
六 

都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
財
政
上
の
措
置
等 

最
終
処
分
施
設
設
置
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
当
該
最
終
処
分
施
設
設
置



  

七 

区
域
に
お
け
る
文
献
調
査
対
象
地
区
及
び
概
要
調
査
地
区
等
並
び
に
こ
れ
ら
の
周
辺
の
地
域
の
住
民
の
福
祉
の
向
上
を
図
る

た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
八
十
四
条
の
二
関
係
） 

第
七 

罰
則 

第
五
の
二
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
。 

（
第
八
十
七
条
第
一
号
関
係
） 

第
八 

施
行
期
日
等 

一 

施
行
期
日 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 

二 

発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
の
一
部
改
正 

発
電
用
施
設
か
ら
最
終
処
分
施
設
を
除
く
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
三
項
関
係
） 

三 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 


